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平成３０年南部町議会第２回臨時会 

 

 

                                 平成３０年７月２３日（月） 

午前１０時００分 開会・開議 

                                   於 議 場 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

 

１．議長あいさつ 

 

２．開会・開議 

 

３．日程報告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸報告 

日程第 ４ 提出議案の報告 

日程第 ５ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 

議案第４７号 平成３０年度南部町一般会計補正予算（第２号） 

議案第４８号 工事請負契約の締結について 
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４．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

    １番  高 橋 茂 広    ２番  若 林 良 一 

    ３番  望 月 光 彦    ４番  小 泉 昇 一 

    ５番  若 林 一 明    ６番  市 川   強 

    ７番  遠 藤 光 宣    ８番  仲 亀 佳 定 

    ９番  森 田   守   １０番  堀 之 内 可 和 

   １１番  望 月 藤 一   １２番  望 月 將 名 

 

５．欠席議員は次のとおりである。（ な し ） 

 

６．会議録署名議員 

    ８番  仲 亀 佳 定    ９番  森 田   守 

 

７．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名（９名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．職務のために議場に出席した者の職氏名（１名） 

議 会 事 務 局 長  滝  基 成 

町 長 佐 野 和 広  教 育 長 芦 澤 和 彦 

参 与 望 月 哲 也  
会 計 管 理 者   

 （兼） 出  納  室  長 近 藤  勝 

総 務 課 長 小 倉 弘 規  財 政 課 長 遠 藤 良 彦 

子育て支援課長 佐 野  勝  建 設 課 長 若 林 邦 治 

建設課課長補佐 望 月 文 広    
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開会  午前１０時００分 

 

○議長（望月將名君） 

     皆さん、おはようございます。 

     平成３０年第２回臨時会の開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

     はじめに、このたびの西日本豪雨災害により、亡くなられた方々にご冥福をお祈りするとと

もに、被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。 

     議員各位におかれましては、２１日の「道の駅なんぶ」オープニングセレモニーには、ご出

席いただきありがとうございました。 

     当日は天候にも恵まれ、オープンを待ち望んでいた多くのお客様にお越しいただき、賑わい

あるオープンとなりました。 

     今後、「道の駅なんぶ」が多くの方々に永く愛され、利用し続けられることを大いに期待す

るところです。 

     さて、平成３０年第２回臨時会の招集通知を差し上げましたところ、議員各位には何かとご

多用のところご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

     それでは、本臨時会の円滑なる議会運営に格段のご協力をお願い申し上げまして、開会のあ

いさつといたします。 

     ただいまから、平成３０年南部町議会第２回臨時会を開会いたします。 

     ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、平成３０年南部町議会第２回

臨時会は成立いたしました。 

     それでは、ただちに本日の会議を開きます。 

     本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

○議長（望月將名君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

     本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により議長において、８番 仲亀佳定

議員および９番 森田 守議員の両名を指名いたします。 

 

○議長（望月將名君） 

日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

     お諮りいたします。 

     本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います。 

     これに、ご異議ありませんか。 

     （異議なし。の声） 

     ご異議なしと認めます。 

     よって、本臨時会の会期は、本日１日限りとすることに決定いたしました。 

 

○議長（望月將名君） 

日程第３ 諸報告を行います。 
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     地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長および教育委員会の教育長に出席を求めた

ところ、お手元に配布のとおり、説明員の出席ならびに委任の通知がありましたのでご承知願

います。 

     町長からお手元に配布のとおり、議案の提出がありましたので報告いたします。 

     次に、請願、陳情についてでありますが、本臨時会に付する請願、陳情等はありません。 

     以上で、諸報告を終わります。 

 

○議長（望月將名君） 

   日程第４ 提出議案の報告ですが、お手元に配布してありますので提出議案の朗読を省略させて

いただきます。 

 

○議長（望月將名君） 

日程第５ 提案理由の説明、質疑、討論、採決を行います。 

     議案第４７号 平成３０年度南部町一般会計補正予算（第２号） 

     議案第４８号 工事請負契約の締結について 

     以上２件について、会議規則第３７条の規定により一括議題とし、町長に提案理由の

説明を求めます。 

     佐野和広町長。 

○町長（佐野和広君） 

     それでは、第２回臨時会の提案理由の説明をさせていただきます。 

     冒頭に、６月２８日以降の台風７号や梅雨前線の影響によって、西日本を中心に全国的に広

い範囲で記録的な大雨となり、全国で２００人を超える死者が出るなど、甚大な被害が発生い

たしました。 

     この平成３０年７月豪雨によって、お亡くなりになられた方々と被災された方々に、心から

お悔やみとお見舞いを申し上げます。 

     さて、本日、平成３０年南部町議会第２回臨時会を開催いたしましたところ、何かとご多忙

のところ全議員の皆さまのご出席を賜り、議会が開催できますことに心から感謝申し上げます。 

     また、一昨日の２１日には、「道の駅なんぶ」が待望のグランドオープンいたしました。株

式会社ＴＴＣによるオープニングセレモニーも盛大に催され、一日をとおして予想を超える多

くのお客様がお越しくださり、中部横断自動車道の早期完成と同様に、町民の皆さまの期待の

大きさを肌で感じることができました。 

     ＴＴＣには今後の飛躍を目指して、果敢に挑戦を続けていただけるものと確信いたしました。 

     ６月１８日の朝に発生した大阪北部地震では、多くの負傷者や建物被害が出てしまいました

が、災害に強い町づくりを進めるために、道の駅エリア内に整備した防災棟が、いざという時

に適正な機能が発揮できるよう、町として維持管理に努めてまいります。 

     それでは、本臨時会にご提案させていただきました議案につきまして、その提案理由の説明

をさせていただきます。 

     本臨時会に上程いたしました議案は、一般会計補正予算１件、工事請負契約の締結１件の合

計２件であります。 
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     はじめに、議案第４７号 平成３０年度南部町一般会計補正予算（第２号）についてであり

ますが、歳入歳出それぞれ５,０１１万２千円を追加しまして、歳入歳出の予算の総額を４８億

１,５６７万５千円とするものであります。財源につきましては繰越金を充てます。 

     歳出につきましては、来年４月に統合いたします、栄保育所改修工事請負費および工事監理

業務委託料であります。 

     次に、議案集をご用意ください。 

     議案集２ページ、議案第４８号 工事請負契約の締結についてでありますが、町道越渡御屋

敷線改良工事について、入札により契約相手の選定が整いましたことから、契約の締結につい

て議会の議決を求めるものであります。 

     以上で提案理由の説明を終わりますが、提出議案の詳細な内容につきましては、担当課長よ

り説明をさせますのでご審議をいただき、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（望月將名君） 

     町長の提案理由の説明が終わりました。 

     次に、担当課長の補足説明を求めます。 

     議案第４７号および議案第４８号について、遠藤財政課長。 

○財政課長（遠藤良彦君） 

     （補足の説明・省略） 

○議長（望月將名君） 

     以上で、担当課長の補足説明を終わります。 

○議長（望月將名君） 

     次に、質疑、討論、採決を行います。 

     はじめに、質疑を行います。 

     質疑は、順次行います。 

     別冊の一般会計補正予算書をご用意ください。 

     議案第４７号 平成３０年度南部町一般会計補正予算（第２号）について質疑を行います。 

     歳入歳出一括で質疑はありませんか。 

     （ な し ） 

     質疑なしと認めます。 

     以上で、議案第４７号の質疑を終結いたします。 

     次に、議案集２ページをお開きください。 

     議案第４８号 工事請負契約の締結について、質疑はありませんか。 

     ７番、遠藤光宣議員。 

○７番議員（遠藤光宣君） 

     ただいま説明を受けましたが、もう少し詳しく説明をしてください。 

     工事区間、場所、延長について。 

     継続して事業を進めていくわけですが、今後の予定についてお聞きします。 

○議長（望月將名君） 

     若林建設課長。 

○建設課長（若林邦治君） 
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     ７番、遠藤議員のご質問にお答えいたします。 

     工事規模ですが、施工延長は１０３メートル、工事内容は法面処理工、法枠工が７５０平方

メートル、鉄筋挿入工が６４本、排水構造物９６メートル、転落防止柵１１７メートルです。 

     工事区間は、昨年の６月議会で現地視察をされました箇所から５０メートルほど間を空けて

施工予定です。 

     今後の予定ですが、２７年度から事業を進めており今年度で４年目ですが、全体計画の法面

処理が７００メートルを見込んでいます。現在の計画においては、平成３３年度で法面処理を

完了したいと考えております。 

     以上です。 

○議長（望月將名君） 

     他に質疑はありませんか。 

     ３番、望月光彦議員。 

○３番議員（望月光彦君） 

     現在３期目で、御屋敷から順に工事が進められ、建設課長から工事区間の説明がありました

が、３期目が終わった時点のところで土砂崩落があり、現在は道路の真ん中に落石防護柵が立

ててある状態です。 

     本来、通常の考え方とすれば、崩落した区間の工事を行うのではないかと思うわけです。今

回はそこを施工しないということですが、なぜここを施工せず、他の区間になったのかについ

て説明をしてください。 

○議長（望月將名君） 

     若林建設課長。 

○建設課長（若林邦治君） 

     ３番、望月議員のご質問にお答えいたします。 

     崩落した箇所をなぜ工事しないのかということですが、今年の５月９日、午後５時頃に崩落

しました。現在、応急対策として落石防護柵を設置している状況です。 

     今回崩落した場所においては、岩盤部の風化が原因と考えております。 

     現在は用地調査中で、現場状況を検討して、岩盤風化防止のための法面処理工を施工したい

と考えております。 

     以上です。 

○議長（望月將名君） 

     他に質疑はありませんか。 

     ２番、若林良一議員。 

○２番議員（若林良一君） 

     全体計画７００メートルのうち、今現在、どのくらいまで工事は進んでいますか。 

○議長（望月將名君） 

     若林建設課長。 

○建設課長（若林邦治君） 

     ２番、若林議員のご質問にお答えいたします。 

     先ほども申しましたように、７００メートルの全体計画に対して、今年度を含めて４１４メ
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ートル、約５９パーセントを施工しております。状況によっては側溝等が重複するところもあ

りますので、７００メートルちょうどにはなりません。 

     以上です。 

○議長（望月將名君） 

     他に質疑はありませんか。 

     １番、高橋茂広議員。 

○１番議員（高橋茂広君） 

     入札に関してですが、入札に参加した業者名や落札率など、資料として配布する考えはあり

ませんか。 

○議長（望月將名君） 

     遠藤財政課長。 

○財政課長（遠藤良彦君） 

     １番、高橋議員のご質問にお答えいたします。 

     要望がありましたら提出したいと思います。 

○議長（望月將名君） 

     他に質疑はありませんか。 

     １番、高橋茂広議員。 

○１番議員（高橋茂広君） 

     資料として配布していただきたいと思います。 

○議長（望月將名君） 

     遠藤財政課長。 

○財政課長（遠藤良彦君） 

     追ってお渡ししたいと思います。 

○議長（望月將名君） 

     他に質疑はありませんか。 

     （ な し ） 

     質疑なしと認めます。 

     以上で、議案第４８号の質疑を終結いたします。 

     次に、討論を行います。 

     議案第４７号および議案第４８号について、一括で討論を行います。 

     討論の通告はありませんので、討論なしと認めます。 

     以上で、議案第４７号および議案第４８号の討論を終結いたします。 

     次に、採決を行います。 

     採決は、１議案ごとに順次行います。 

     まず、議案第４７号 平成３０年度南部町一般会計補正予算（第２号）については、原案の

とおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

     （ 起 立 全 員 ） 

     起立全員であります。 

     よって、議案第４７号については、原案のとおり決定いたしました。 
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     次に、議案第４８号 工事請負契約の締結については、原案のとおり決定することに、賛成

の諸君の起立を求めます。 

     （ 起 立 全 員 ） 

     起立全員であります。 

     よって、議案第４８号については、原案のとおり決定いたしました。 

     以上で、本臨時会に付議されました案件は、すべて議了いたしました。 

     これをもちまして、平成３０年南部町議会第２回臨時会を閉会といたします。 

     大変ご苦労さまでした。 

     議員の皆さまは、控え室にお集まりください。 

 

閉会  午前１０時２５分 
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会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

平成３０年７月２３日 

 

 

 

      南部町議会議長 

 

                望 月 將 名 

 

 

 

 

      会議録署名議員 

 

        仲 亀 佳 定 

 

 

 

 

      会議録署名議員 

 

        森 田  守 
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